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R 5．4．1作成 

令和５年度 熊谷市再生可能エネルギー・省エネルギー設備 

設置費補助金のお知らせ 

熊谷市では、市内の住宅に再生可能エネルギー・省エネルギー設備を設置した方に、「まち元気」

熊谷市商品券で補助金を交付します。 

１ 補助対象設備（複数種類の設備の申請が可能です。同一世帯で同じ種類の設備の複数申請は不可です。） 

補助対象設備 
申請できる人 補助金額 

市民 事業者 補助金額 上限額 

太陽光発電システム（電力会社と余剰電力

の買取契約を締結しているもの） 
○ ○ 1ｋWあたり 20,000円 100,000円 

太陽熱利用システム【自然循環型】 ○   10,000円 一律 

太陽熱利用システム【強制循環型】 ○   30,000円 一律 

家庭用燃料電池システム（エネファーム） ○   補助対象経費の 5％ 50,000円 

家庭用蓄電システム ○   補助対象経費の 5％ 50,000円 

地中熱利用システム ○   補助対象経費の 5％ 100,000円 

※住宅用エネルギーマネジメントシステム（HEMS)は、補助対象設備ではありません。ご注意ください。 

※補助金額は、1,000円未満切り捨てとなります。太陽光発電システムは、太陽電池モジュールの最大出力値の

小数点以下第２位までを算出した数字で補助金額を算出してください。 

 

２ 申請期間・申請方法 

  必要な申請書類をすべて揃え、下記提出先へご提出ください。※郵送不可・代理人提出可 

 ○申請期間：令和５年 4月３日（月）～令和６年 3月２９日（金） 

設置日が令和５年 4月 1日～令和 6年 3 月２９日までの機器が補助金の対象となります。 

 

  ※申請期間中でも、予算額に達した場合は受付を終了させていただくことがあります。 

   ※「設置日」とは、機器の種類ごとに規定する下記の表の日をいいます。 

補助対象設備 設置日 

太陽光発電システム 系統連系日（購入開始日） 

その他の設備 製品保証書記載の「購入日」または「設備引渡日」 

 

○申請書提出先（問い合わせ先）：熊谷市環境部環境政策課 

〒３６０－０１１４ 熊谷市江南中央 1丁目 1番地（江南庁舎 ２階南側） 

  ※熊谷市役所本庁舎・大里庁舎・妻沼庁舎では受付けておりません。ご注意ください。 
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３ 補助金を受けることのできる方（申請者） 

  補助金を受けるには、次の要件を満たしている必要があります。 

 

  ①個人が申請する場合 

  (１)令和５年４月１日から令和６年３月２９日までのあいだに、市内の住宅(申請者の住民基

本台帳の登録地)に、未使用の設備を設置していること。ただし、当該住宅が共有の場合又

は申請者が所有していない場合は、所有者の同意を得ていること。 

  (２)設備を設置した住宅等に、建築基準法、都市計画法、その他関係法令に違反がないこと。 

  (３)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に

規定する暴力団と関係を有していない者であること。 

  (４)設置した住宅に、過去に市からの補助金を受けた同じ種類の設備がないこと。(過去に補助

金の交付を受けた設備の増設または付替えは補助対象外となります。ただし、補助金を受け

た以後、要綱で定める耐用年数を経過した設備の場合は、この限りではありません。) 

  (５)補助金申請時において、市税の滞納がないこと。 

  (６)申請者が設置した設備を要綱で定める耐用年数以上使用すること。 

  (７)市が協力を求めた場合、市に対して設備のデータ等の報告ができること。 

 

  ②事業者が申請する場合(太陽光発電システムのみ) 

  (１)令和５年４月１日から令和６年３月２９日までのあいだに、市内の事業所に未使用の設備

を設置していること。 

  (２)補助対象となる設備を設置した事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に定める性風俗関連特殊営業を営ん

でいないこと。 

  (３)上記個人が申請する場合の(２)～(７)に準じる。 

  

   補助対象設備ごとの耐用年数 

補助対象設備 耐用年数 

太陽光発電システム １７年 

太陽熱利用システム【自然循環型】 １５年 

太陽熱利用システム【強制循環型】 １５年 

家庭用燃料電池システム（エネファーム） ６年 

家庭用蓄電システム ６年 

地中熱利用システム ６年 
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4 補助対象設備の要件 

補助対象設備ごとに定める要件を満たしていることが必要です。設備は中古不可。 

補助対象設備 要件 

太陽光発電システム 

※太陽光発電システム補助金は、「住宅

用」「業務用」があり、「住宅用」は集合

住宅の管理組合が共用部分の使用のために

設置し余剰電力の売電契約を締結している

場合も対象になりますので、該当する場合

は個別にご確認ください。 

（1）設置した太陽電池モジュールが、一般財団法人電気

安全環境研究所の「太陽電池モジュール」相当の認定を

受けていること。 

（2）申請者が電力会社との間で電力受給契約を結び、余

剰電力の買取契約を締結していること。 

※発電量全量を売電する場合は補助対象外 

※補助金額は、太陽電池モジュールの最大出力数のｋＷ

数で算出する。 

太陽熱利用システム【自然循環型】 

太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する自然循環型の

太陽熱温水器で、一般財団法人ベターリビングの優良住

宅部品(ＢＬ部品)認定を受けたものであること。 

太陽熱利用システム【強制循環型】 

不凍液等の強制循環によって熱輸送を行う太陽熱集熱器

と蓄熱槽から構成され、給湯等に利用するソーラーシス

テムで、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品

（ＢＬ部品)認定を受けたものであること。（空気集熱型を

含む） 

家庭用燃料電池システム（エネファーム） 
一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定機器システム

であること。 

家庭用蓄電システム 

「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥ

Ｈ）化等支援事業」等の蓄電システム登録済製品である

こと。 

地中熱利用システム 

（1）４ｍ以上の適切な深度又は総延長を有し、地中の熱

を熱源として空調又は給湯に利用する地中熱利用システ

ムであること。 

（2）年間エネルギー消費効率が３．０以上であること。

ただし、パッシブ地中熱システムの場合はこの限りでは

ない。 
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５ 申請から交付までの流れ 

(１)「熊谷市再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金申請書（様式第１号）」を 

市（環境政策課）へ提出する。（必ず設置後に申請してください。） 

※申請書等の記載事項を訂正する場合は、必ず使用した印鑑を訂正箇所に押していただくか、

捨印を押してください。（金額の訂正は捨印ではできません。） 

※押印には必ず朱肉を使用してください。（シャチハタ不可） 

 

申請書の添付書類 

 ①設備の設置に要した経費の領収書の写し 

※領収書の但し書きがなく、設備や代金に不明点がある場合、契約書や見積書の内訳部分

の写しも提出していただくことがあります。 

※領収書の発行がない場合は、「設置費用の全額を支払うこと」及び「支払総額」が証明で

きる書類の写しを提出してください。 

 例：商品名や販売店名、支払総額が明記されたローン契約書の写し 

 ②設置工事費内訳書（太陽光発電システムは様式第２号、その他の設備は様式第２号の２） 

  ※原本の提出をお願いします。右上の日付は、内訳書の作成年月日を御記入ください。 

  ※設置工事費内訳書は、様式に注意の上、設備ごとに作成してください。 

  ※支払いの総額に補助対象外経費を含む場合は、様式の補助対象外経費欄（B）に記入し、

補助対象経費と分けてください。 

補助対象経費として計上可能な項目は、6(５)のとおりです。 

  ※費用負担の無い設備について、補助金申請することはできません。 

 ③ア 太陽光発電システムは、太陽電池モジュールの公称最大出力値が確認できる配置図等 

  イ 地中熱利用システムは、掘削孔の深度及び設備の設置位置等が確認できる施工図面等 

 ④太陽光発電システム以外の設備は、設備の保証書の写し（保証に係る情報が全て記載されたもの。） 

※氏名、販売店名、保証日、製造番号等が空欄の状態では当該補助金の受付ができません。 

※メーカー発行の保証書に氏名、保証日等の記載欄がない場合、メーカー保証書以外の書

類を、販売店等に依頼することがあります。 

 ⑤地中熱利用システムはパンフレット等の写し（設備の規格がわかるもの） 

 ⑥設備全体が確認できる設置工事完了後の現況写真 

（太陽光発電システム以外の設備は、設備全体のほかに型式及び製造番号を確認できる写真も含みます。） 

（地中熱利用システムは、上記のほかに設置前の写真もお願いします。） 

※型式や製造番号は、はっきり読み取れるよう撮影してください。 

 ⑦系統連系の完了年月日を確認できる書類（太陽光発電システム） 

例１：東京電力パワーグリッド㈱Ｗｅｂサイトの「購入実績お知らせサービス」から 

契約名義、契約住所、購入開始年月日が記載されたページを印刷したもの 

例２：「系統連系完了のお知らせ」（メール）の写し 及び「接続契約のご案内」の写し 

 ⑧設備設置及び補助金申請同意書（様式第３号） 

（設備を設置した建築物が共有の場合、又は申請者以外が所有する場合に必要です。） 

 ⑨その他市長が必要と認める書類 
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(参考)設備ごとの提出書類 

          設備の種類 

添付書類 
太陽光 太陽熱 燃料電池 蓄電池 地中熱 

領収書の写し ○ ○ ○ ○ ○ 

内訳書（様式第２号） 

    （様式第２号の２） 

○  

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

配置図等 ○    ○ 

写真 設置前の写真 

設置後の全体写真 

   製造番号・型式のわかる写真 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

設置日のわかる書類 

系統連系日を確認できる書類 

   保証書の写し 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

パンフレット類の写し     ○ 

設備設置及び補助金申請同意書 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(２)市（環境政策課）が申請者に補助金交付決定通知書を送付する。 

  市が申請者に送付するもの ※補助金申請は月締めとし、交付決定は申請の翌月中旬を予定。 

   ただし、４月受付分の交付決定は翌々月中旬となります。 

   再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金交付決定通知書（様式第４号） 

 

(３)申請者が市（環境政策課）で「まち元気」熊谷市商品券を受け取る。 

  窓口へ持参するもの 

   ①再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金交付決定通知書（様式第４号） 

   ②本人確認のできる身分証明書 

   ③補助金申請書（様式第１号）に使用した印鑑（申請者本人以外の同居家族が来庁する場合） 

  ※商品券受領時に本人の自署をいただける場合のみ、③印鑑は不要となります。 

  ※補助金は商品券での交付です。また、江南庁舎２階南側 環境政策課のみでのお渡しとなり

ます。市役所本庁舎及び大里庁舎・妻沼庁舎でのお渡しはできません。 

  「まち元気」熊谷市商品券の有効期限は、令和６年１２月３１日となります。 
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６ 申請にあたっての注意事項 

(１)書類の作成にあたっては、消えるボールペン、鉛筆書きによるものは不可です。また、押印に 

  スタンプ印（シャチハタ印）は使用できません。 

(２)提出された書類は、結果を問わず返却いたしません。 

(３)補助金申請時において市税等の滞納がないことを確認するために、環境政策課から関係部署に 

確認します。確認することに同意いただけない場合は、熊谷市発行の市税納税証明書（熊谷市 

税条例施行規則 様式第 42号その 2）の添付をお願いいたします。 

(４)設備の設置及び使用により生ずる光の反射や騒音等の発生防止に配慮し、周辺環境の保全に努

めてください。 

(５)補助対象経費として計上可能な項目は、下記のとおりです。 

設備の種類 補助対象経費 

 太陽光発電システム 

ア 太陽電池モジュール 

イ 架台 

ウ パワーコンディショナ（インバータ、保護装置） 

エ 付属機器（計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等） 

オ 設置工事に要する費用（据付、配線工事等） 

住宅用太陽熱利用システム 

ア 設備本体（集熱器、蓄熱槽等） 

イ 付属機器（集熱配管、リモコン等） 

ウ 設置工事に要する費用（架台、据付、配線、配管工事等） 

家庭用燃料電池システム 

ア 設備本体（燃料電池ユニット、貯湯ユニット等） 

イ 付属機器（リモコン等） 

ウ 設置工事に要する費用（据付、配線、配管工事等） 

家庭用蓄電システム 

ア 設備本体（蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等） 

イ 付属機器（計測・表示装置、キュービクル等） 

ウ 設置工事に要する費用（据付、配線工事等） 

地中熱利用システム 

ア 設備本体（採熱パイプ、ヒートポンプ、循環ポンプ、バッファタンク） 

イ 付属機器（リモコン等） 

ウ 設置工事に要する費用（採熱井掘削、据付、配線、配管工事等（熱

源水側のみ）） 

 

 

問い合わせ先 

〒３６０－０１１４ 熊谷市江南中央 1丁目 1番地（江南庁舎 ２階南側） 

熊谷市環境部環境政策課環境政策係  ☎０４８－５３６－１５４７ 

 


